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9 莫高窟第二八五窟を『法華経』の角度から解読する

問
題
提
起

　

莫
高
窟
第
二
八
五
窟
は
、
西
魏
大
統
五
年
（
西
暦
五
三
九
年
）

頃
に
竣
工
し
た
。
主
室
は
伏
斗
式
頂
窟
で
、
方
形
の
平
面
で
あ

る
。
正
壁
の
三
龕
の
間
の
壁
面
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
三
大

神
に
由
来
す
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
、
シ
ヴ
ァ
神
と
そ
の
眷
属
、
四

大
天
王
な
ど
の
護
法
神
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

南
壁
と
北
壁
の
二
壁
の
下
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
小
禅

窟
が
開
か
れ
て
い
る
。
南
壁
の
四
つ
の
禅
窟
の
上
方
の
壁
一
面

に
、「
五
百
強
盗
因
縁
」
と
釈
迦
、
多
宝
の
「
二
仏
並
坐
」
の

説
法
図
が
描
か
れ
、
禅
窟
間
の
壁
面
に
は
順
番
に
四
つ
の
仏
教

故
事
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
北
壁
の
四
つ
の
禅
窟
の
壁

一
面
に
は
、
七
つ
の
仏
説
法
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か

の
西
か
ら
数
え
て
第
一
の
説
法
図
と
南
壁
の
「
二
仏
並
坐
」
は

相
対
し
、
説
法
図
の
ほ
う
の
二
仏
は
二
つ
の
須
弥
座
に
分
か
れ

て
座
り
、
一
対
の
脇
侍
の
菩
薩
を
と
も
に
擁
し
て
い
る
。〔
北

壁
の
〕
そ
の
他
の
説
法
図
に
は
、
い
ま
な
お
「
無
量
寿
仏
」、

「
迦
葉
仏
」、「
拘
那
含
牟
尼
仏
」
が
見
ら
れ
る
。
東
壁
の
門
の

両
側
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
完
全
に
同
じ
形
と
構
造
の
大
型
の
説
法

図
が
描
か
れ
、
そ
の
北
側
の
主
仏
で
あ
る
「
無
量
寿
仏
」
と
い

張 

元
林

菅
野
博
史　

訳

莫
高
窟
第
二
八
五
窟
を
『
法
華
経
』
の
角
度
か
ら
解
読
す
る
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う
題
記
を
い
ま
な
お
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
八
五
窟
の
壁
画
が
呈
す
る
内
容
の
豊
富
さ
と
多
様
性
に

つ
い
て
は
、
長
い
間
ず
っ
と
研
究
者
た
ち
か
ら
〔
次
の
よ
う
な
〕

関
心
を
受
け
て
き
た
。
と
く
に
、
南
壁
の
異
な
る
仏
教
経
典
に

出
る
五
幅
の
故
事
画
は
、
自
由
に
寄
せ
集
め
ら
れ
た
も
の
か
、

そ
れ
と
も
一
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
も
の
な

の
か
。
そ
れ
ら
と
同
じ
壁
の
「
二
仏
並
坐
」
の
説
法
図
と
の
間

に
は
、
さ
ら
に
関
連
が
あ
る
の
か
。
異
な
る
供
養
者
の
出
資
に

よ
っ
て
描
か
れ
た
北
壁
の
七
つ
の
説
法
図
に
つ
い
て
は
、
並
列

し
て
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
偶
然
の
行
動
に
よ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
一
つ
の
思
想
的
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る

の
か
。〔
そ
の
う
ち
〕
西
か
ら
数
え
て
第
一
の
説
法
図
〔
で
あ
る

「
二
仏
並
坐
」〕
は
、
ど
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
さ
ら

に
、
本
窟
の
四
つ
の
壁
面
が
表
す
内
容
の
間
に
は
、
関
連
が
存

在
す
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
本
窟
の
禅
窟
と
し
て
の
働
き

と
、
ど
の
よ
う
に
釣
り
合
い
が
取
れ
て
い
る
の
か
、
等
々
。
筆

者
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
本
窟
の
内
容
に
関
連
す
る
上
述
の
種
々

の
問
題
に
つ
い
て
、『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
解
答
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
、
筆
者
は
本
窟
全
体
の
内
容
を

『
法
華
経
』
の
角
度
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。

『
法
華
経
』
の
仏
性
観
の
イ
メ
ー
ジ
解
釈

―
　

南
壁
の
「
二
仏
並
坐
」
と
故
事
画
の
組
み
合
わ
せ

　

本
窟
の
南
壁
は
上
か
ら
下
に
大
体
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
、

上
部
に
は
手
に
楽
器
を
持
っ
て
一
列
に
並
ん
だ
十
一
の
伎
楽
飛

天
が
描
か
れ
て
お
り
、
中
部
に
は
東
か
ら
西
に
向
か
う
壁
一
面

に
横
巻
式
の
連
続
画
「
五
百
強
盗
因
縁
」
の
故
事
画
が
描
か
れ

て
お
り
、
西
端
に
は
釈
迦
、
多
宝
の
「
二
仏
並
坐
」
の
説
法
図

が
描
か
れ
て
い
る
。
下
部
に
は
四
つ
の
小
禅
窟
が
開
か
れ
、
禅

窟
の
間
の
壁
面
の
上
に
は
、
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て
順
番
に
縦

巻
式
の
連
続
画
「
化
跋
提
長
者
姉
縁
」、「
仏
度
水
牛
縁
」、「
沙

弥
守
戒
自
殺
縁
」、「
婆
羅
門
聞
偈
本
生
」
の
四
幅
の
故
事
画
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
五
幅
の
故
事
画
の
構
図
に
は
、
長
巻

横
巻
式
の
連
続
画
の
形
式
も
あ
り
、
単
幅
画
形
式
も
あ
る
。
そ

の
う
ち
壁
一
面
に
描
か
れ
た
「
五
百
強
盗
因
縁
」
は
南
壁
全
体

の
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
南
壁
の
下
部
に
あ
る
四
つ
の
小

禅
窟
間
の
壁
画
の
上
に
他
の
四
幅
の
故
事
画
が
描
か
れ
て
お

り
、〔「
五
百
強
盗
因
縁
」
と
〕
比
較
す
る
と
二
次
的
な
地
位
に
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あ
る
（
図
１
）。

　

こ
れ
ら
五
幅
の
故
事
画
の
表
現
す
る
思
想
的
意
味
に
つ
い
て

は
、
学
者
に
よ
っ
て
解
釈
は
一
様
で
は
な
い
。
あ
る
者
は
た
だ

単
に
釈
迦
の
前
生
の
事
跡
と
因
縁
故
事
を
表
現
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
考
え
、
あ
る
者
は
身
を
施
し
て
法
を
聞
く
菩
薩
行
を
主
張

し
て
い
る
と
考
え
、
あ
る
者
は
当
時
の
敦
煌
地
区
の
現
実
と
関

係
が
あ
り
、「
屠
殺
用
の
刀
を
放
り
投
げ
て
、
た
だ
ち
に
成
仏

す
る
」
と
い
う
教
化
思
想
を
宣
揚
し
た
も
の
と
考
え
、
あ
る
者

は
当
時
の
禅
観
の
「
不
浄
観
」
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
、
ま
た

あ
る
者
は
当
時
の
僧
律
、
戒
律
が
弛
緩
し
て
い
る
こ
と
と
関
係

が
あ
る
等
々
と
考
え
た
。
ま
た
、
あ
る
学
者
は
「
五
百
強
盗

因
縁
」
故
事
画
と
す
ぐ
隣
の
西
端
の
「
二
仏
並
坐
」
説
法
図
の

間
の
関
連
の
可
能
性
に
注
意
し
、
ま
た
そ
れ
を
『
法
華
経
』
の

「
悪
人
成
仏
」
の
思
想
に
関
係
づ
け
た（１
）。

　

筆
者
の
考
え
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
部
の
異
な
る
経
典
か
ら
出

た
こ
れ
ら
五
幅
の
故
事
画
が
同
一
の
壁
面
に
描
か
れ
た
理
由

は
、
そ
れ
ら
の
間
に
共
通
す
る
一
つ
の
思
想
的
基
礎
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
法
華
経
』
の
「
衆
生
に
皆
な
仏
性

有
り
」
と
い
う
仏
性
観
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
方
便
品
第

二
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

図１　莫高窟285窟南壁　故事画

No Image



12

　

…
…
諸
仏
世
尊
は
唯
だ
一
大
事
の
因
縁
を
以
て
の
故

に
、
世
に
出
現
す
。
舎
利
弗
よ
、
云い

何か

な
る
を
か
、
諸
仏

世
尊
は
唯
だ
一
大
事
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
、
世
に
出
現

す
と
名
づ
く
る
。
諸
仏
世
尊
は
衆
生
を
し
て
仏
知
見
を
開

か
し
め
、
清
浄
な
る
こ
と
を
得
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故

に
、
世
に
出
現
す
。
衆
生
に
仏
知
見
を
示
さ
ん
と
欲
す
る

が
故
に
、
世
に
出
現
す
。
衆
生
を
し
て
仏
知
見
を
悟
ら
し

め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に
出
現
す
。
衆
生
を
し
て
、

仏
知
見
の
道
に
入
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に
出

現
す
。
舎
利
弗
よ
、
是
れ
を
諸
仏
は
唯
だ
一
大
事
の
因
縁

を
以
て
の
故
に
、
世
に
出
現
す
と
為
す
。
…
…（２
）

　　

第
二
八
五
窟
の
南
壁
の
内
容
の
設
計
者
は
、
ま
さ
に
異
な
る

経
典
か
ら
出
た
仏
性
故
事
を
借
用
し
て
、
非
常
に
巧
み
に
こ
の

思
想
を
具
象
的
に
解
釈
し
た
。
同
時
に
、『
法
華
経
』
の
「
持

戒
」
や
「
捨
身
聞
偈
」
の
修
行
観
を
も
具
象
的
に
表
現
し
た
の

で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、「
五
百
強
盗
因
縁
」
と
「
二
仏
並
坐
」
の
組
み

合
わ
せ
や
、「
化
跋
提
長
者
姉
縁
」
や
「
仏
度
水
牛
縁
」
に

よ
っ
て
、『
法
華
経
』
の
「
衆
生
に
皆
な
仏
性
有
り
」
と
い
う

思
想
、
と
く
に
『
法
華
経
』
の
仏
性
観
に
首
唱
さ
れ
る
「
悪
人

成
仏
」
や
「
女
人
成
仏
」
の
思
想
を
具
象
的
に
解
釈
し
た
の
で

あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
莫
高
窟
の
北
周
第
二
九
六
窟
と
同

類
の
題
材
の
故
事
画
と
相
違
す
る
点
と
し
て
、
五
百
の
強
盗
が

帰
依
し
た
後
、
深
山
で
坐
禅
す
る
様
子
を
表
現
し
た
画
面
の
上

に
、
禅
僧
が
手
に
経
巻
を
持
っ
た
画
面
が
本
窟
に
お
い
て
現
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
手
に
経
巻
を
持
っ
て
読
誦
す
る
と
い

う
記
載
は
経
文
の
な
か
に
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
弟
子
に

な
っ
た
五
百
の
強
盗
を
代
表
す
る
五
人
の
僧
侶
が
、
手
に
経
巻

を
持
っ
て
山
中
で
読
誦
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
す
ぐ
続

い
て
い
る
釈
迦
、
多
宝
の
「
二
仏
並
坐
」
の
脇
侍
は
、
二
人

の
〔
出
家
の
〕
弟
子
の
姿
を
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、
二

仏
の
脇
侍
は
多
く
の
場
合
菩
薩
で
あ
る
（
図
２
）。
こ
の
よ
う

な
細
部
の
変
化
が
、
こ
の
も
と
も
と
異
な
る
仏
教
経
典
か
ら
出

た
二
つ
の
画
面
の
間
に
、
あ
る
種
の
関
係
を
持
た
せ
た
よ
う
で

あ
る
。
羅
什
の
弟
子
の
竺
道
生
は
か
つ
て
涅
槃
仏
性
を
専
門
的

に
研
究
し
、
は
じ
め
に
「
一
闡
提
人
は
す
べ
て
成
仏
で
き
る
」

と
い
う
主
張
を
示
し
た
。
曇
無
讖
は
、
北
涼
玄
始
十
年
（
西
暦



「東洋学術研究」第58巻第１号

13 莫高窟第二八五窟を『法華経』の角度から解読する

四
二
一
年
）
に
四
十
巻
本
の
『
大
般
涅
槃
経
』
を
訳
出
し
た
。

そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
中
心
的
論
題
は
、「
一
切
衆
生
に
み
な
仏

性
が
あ
り
、
仏
陀
は
常
住
で
変
化
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
経
の
梵
行
品
の
「
五
百
強
盗
因
縁
」

に
出
る
悪
人
は
、
最
後
に
仏
門
に
帰
依
し
、
こ
の
論
題
の
一
つ

の
き
わ
め
て
有
力
な
例
証
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。『
法
華
経
』

の
提
婆
達
多
品
（『
正
法
華
経
』
の
七
宝
塔
品
）
も
「
悪
人
成

仏
」
の
思
想
を
表
わ
し
て
い
る
。
提
婆
達
多
は
も
と
も
と
釈
迦

の
従
弟
で
あ
り
、
修
行
の
途
中
で
、
別
に
教
団
を
構
え
、
釈
迦

を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
な
ど
の
「
三
逆
罪
」
を
犯
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
地
獄
に
堕お

ち
た
。
し
か
し
、『
法
華
経
』
提
婆

達
多
品
で
は
、
提
婆
は
か
え
っ
て
釈
迦
に
対
し
て
『
法
華
経
』

を
宣
説
す
る
仙
人
と
な
り
、
ま
た
無
量
劫
の
後
に
成
仏
で
き
る

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る（３
）。『
法
華
経
』
も
そ
の
品
を
信
奉
受
持
す

る
功
徳
を
〔
次
の
よ
う
に
〕
大
き
く
強
調
し
て
い
る
。「
仏
は
諸

の
比
丘
に
告
ぐ
ら
く
、
未
来
世
の
中
に
、
若
し
善
男
子
・
善
女

人
有
っ
て
、
妙
法
華
経
の
提
婆
達
多
品
を
聞
い
て
、
浄
心
に
信

敬
し
て
、
疑
惑
を
生
ぜ
ず
ば
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
に
堕
ち
ず

し
て
、
十
方
の
仏
前
に
生
ぜ
ん
。
生
ず
る
所
の
処
に
て
、
常

に
此
の
経
を
聞
か
ん（４
）」

と
。
こ
れ
と
「
五
百
強
盗
成
仏
因
縁
」

の
故
事
画
が
表
現
す
る
趣
旨
は
、
た
が
い
に
通
じ
合
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
故
事
画
と
『
法
華
経
』
の
象
徴
と
し

て
の
「
二
仏
並
坐
」
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
一
緒
に
現
わ
れ
る
の

図２　莫高窟285窟南壁　「二仏並坐」説法図

No Image
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は
、
共
通
の
思
想
的
基
礎
を
持
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
で
は
ま
だ
十
分
で
な
い
。
設
計
者
は
さ
ら
に
、
異
な

る
経
典
か
ら
出
て
い
る
が
、
同
様
に
「
衆
生
に
み
な
仏
性
が
あ

る
」
こ
と
が
表
現
さ
れ
た
別
の
二
つ
の
際
立
っ
た
事
例
、
つ
ま

り
女
性
と
畜
生
の
類
が
一
様
に
成
仏
す
る
本
性
を
持
っ
て
い
る

事
例
を
下
部
の
画
面
で
連
続
し
て
描
き
出
し
た
。「
化
跋
提
長

者
姉
縁
」
の
故
事
に
は
、
跋
提
長
者
の
姉
が
帰
依
し
た
後
に
、

「
仏
は
為
め
に
説
法
し
、
法
眼
浄
を
得
し
む
。
即
ち
帰
戒
を
受

く
る
こ
と
、
弟
子
の
如
く
異
な
る
こ
と
無
し
」
と
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
女
性
も
成
仏
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
主
張

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、『
法
華
経
』
提
婆
達
多

品
の
「
竜
女
成
仏
」
の
故
事
に
お
い
て
示
さ
れ
た
女
人
成
仏
の

思
想
と
た
が
い
に
通
じ
合
っ
て
い
る（５
）。
竜
女
の
故
事
に
反
映
さ

れ
た
「
女
人
成
仏
」
の
思
想
は
、『
法
華
経
』
の
仏
性
論
に
お

け
る
重
要
な
突
破
口
の
一
つ
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
発
展
史
の

な
か
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
提
婆
達
多
品

以
外
に
は
、『
正
法
華
経
』
薬
王
菩
薩
品
の
な
か
で
も
「
若
し

女
人
有
っ
て
、
五
濁
の
世
の
最
後
末
俗
に
於
い
て
、
是
の
経
法

を
聞
い
て
能
く
奉
行
せ
ば
、
是
の
寿
終
わ
る
に
於
い
て
、
安
養

国
に
生
じ
、
無
量
寿
仏
を
見
る
」
と
直
接
説
か
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
仏
度
水
牛
縁
」
で
は
、
動
物
も
『
法
華
経
』
の
な
か

の
「
衆
生
」
に
所
属
し
、
成
仏
す
る
本
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
故
事
の
末
尾
の
経
文
で
、

「
爾
の
時
、
世
尊
は
諸
比
丘
に
告
ぐ
ら
く
、
彼
の
時
の
三
蔵
比

丘
と
は
、
今
此
の
群
の
中
の
悪
牛
是
れ
な
り
。
彼
の
時
の
諸
弟

子
と
は
、
今
の
五
百
の
放
牛
人
な
り（６
）」
と
い
っ
て
い
る
通
り
で

あ
る
。
そ
の
因
縁
故
事
の
趣
旨
は
、「
衆
生
に
皆
な
仏
性
有
り
」

と
い
う
上
述
の
二
つ
の
故
事
と
同
じ
思
想
を
示
し
て
い
る
。
上

述
の
こ
れ
ら
三
つ
の
故
事
は
、
異
な
る
経
典
か
ら
出
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
悪
人
の
帰
依
、
女
性
の
帰
依
、
畜
生
や
這
い
ず
り
回

る
虫
な
ど
の
類
の
帰
依
の
故
事
が
説
か
れ
、『
法
華
経
』
の
示

す
「
衆
生
に
皆
な
仏
性
有
り
」
と
い
う
思
想
と
直
接
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、
南
壁
の
他
の
二
幅
の
故
事
画
〔
で
あ
る
「
沙
弥
守
戒

自
殺
縁
」
と
「
婆
羅
門
聞
偈
本
生
」〕
は
、「
二
仏
並
坐
」
像
と
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、『
法
華
経
』
の
「
持
戒
」
と
「
捨
身
」

の
修
行
観
を
さ
ら
に
具
象
的
に
展
開
し
て
い
る
。「
沙
弥
守
戒

自
殺
縁
」
と
い
う
故
事
画
の
趣
旨
と
し
て
、
僧
侶
が
修
習
す
る
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と
き
に
、
戒
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
こ

と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
故
事
画
の
占
め
る
壁
面
の
大

き
さ
は
、「
五
百
強
盗
因
縁
」
の
故
事
画
に
次
ぐ
。『
法
華
経
』

安
楽
行
品
で
は
、
仏
滅
後
、『
法
華
経
』
を
奉
持
、
修
習
す
る

者
が
必
ず
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
戒
律
の
「
安
楽

行
」
に
つ
い
て
説
か
れ
、
こ
れ
は
ま
た
後
世
の
天
台
宗
に
主
要

な
修
行
法
と
し
て
奉
じ
ら
れ
た
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い

る
。
そ
の
「
初
め
の
親
近
処
」
に
は
、
禅
僧
は
、
少
女
、
処

女
、
寡
婦
と
自
分
一
人
だ
け
で
居
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
少
年
の

男
子
を
弟
子
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
戒
律
が
あ
る
。

　

　

又
た
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
応
に
女
人
の
身
に
於
い
て
能
く

欲
想
を
生
ず
る
相
を
取
っ
て
、
為
め
に
法
を
説
か
ず
、
亦

た
見
ん
と
楽ね
が

わ
ざ
れ
。
若
し
他
の
家
に
入
ら
ば
、
小
女
・

処
女
・
寡
女
等
と
共
に
語
ら
ざ
れ
。
亦
復
た
五
種
不
男
の

人
に
近
づ
い
て
、
以
て
親
厚
を
為
さ
ざ
れ
。
独ひ
と

り
他
の
家

に
入
ら
ざ
れ
。
若
し
因
縁
有
っ
て
須
ら
く
独
り
入
る
べ
き

時
に
は
、
但
だ
一
心
に
仏
を
念
ぜ
よ
。
若
し
女
人
の
為
め

に
法
を
説
か
ば
、
歯
を
露
わ
に
し
て
笑え

ま
ず
、
胸
臆
を

現
わ
さ
ざ
れ
。
乃
至
、
法
の
為
め
に
も
、
猶
お
親
厚
せ
ざ

れ
。
況
ん
や
復
た
余
の
事
を
や
。
楽
っ
て
年
小
の
弟
子
・

沙
弥
・
小
児
を
畜た
く
わわ

ざ
れ
。
亦
た
与と
も

に
師
を
同
じ
く
す
る

こ
と
を
楽
わ
ざ
れ（７
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
沙
弥
守
戒
自
殺
縁
」
の
故
事
画
の
沙
弥

は
、
女
色
に
動
か
さ
れ
ず
、
身
を
も
っ
て
戒
律
を
持
ち
、
死
を

も
っ
て
志
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
表
現
さ
れ
る
思
想
は
、

『
法
華
経
』
安
楽
行
品
で
強
調
し
よ
う
と
す
る
、
禅
僧
が
戒
律

に
よ
っ
て
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
と
実
に
合

致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
洞
窟
の
設
計
者
が
、
法
華
の
行
を
修

行
す
る
場
合
に
、
厳
格
に
戒
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
精
一
杯
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
考
え
を
反
映
し
て
い

る
。〔
ま
た
〕「
婆
羅
門
聞
偈
本
生
」
で
は
、
仏
法
を
求
め
る
た

め
に
は
身
を
施
す
こ
と
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
菩
薩

行
思
想
が
表
わ
さ
れ
る
が
、
こ
の
故
事
画
で
は
、
さ
ら
に
広
い

意
味
を
持
っ
た
内
容
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
法
華
経
』
や
そ

れ
に
関
連
す
る
注
釈
書
は
、
繰
り
返
し
偈
の
言
葉
の
重
要
性

を
論
じ
て
い
る
。「
乃
ち
一
偈
に
至
る
も
、
皆
な
成
仏
す
る
こ
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と
疑
い
無
し（８
）」

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
唐
代
の
法
相
宗

の
創
始
者
で
あ
る
窺き

基き

の
著
わ
し
た
『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』
に

は
、
さ
ら
に
「
一
句
に
も
火
に
投
じ
、
半
偈
に
も
身
を
捨
つ
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る（９
）。
さ
ら
に
、
元
代
の
僧
で
あ
っ
た
懐え

則そ
く

の
『
天
台
伝
仏
心
印
記
』
に
対
し
て
明
代
の
伝
灯
が
著
わ
し
た

『
天
台
伝
仏
心
印
記
注
』
で
は
、「
婆
羅
門
聞
偈
本
生
」
の
故
事

を
、
天
台
系
の
修
行
の
証
言
の
な
か
に
直
接
引
用
し
て
い
る
。

　

　
『
涅
槃
経
』
に
云
わ
く
、「
仏
は
昔
、
婆
羅
門
と
為
り

て
、
雪せ
っ
せ
ん山

に
於
い
て
修
行
す
。
羅ら

刹せ
つ

有
り
て
唱
え
て
云
わ

く
、『
諸
行
は
無
常
な
り
。
是
れ
生
滅
の
法
な
り
』
と
。

聞
き
已お
わ

り
て
、
全
偈
を
求
め
ん
と
欲
す
。
羅
刹
は
飢
渇

し
、
必
ず
肉
血
を
得
て
之
れ
を
食
ら
い
、
乃す
な
わち

肯あ

え
て
為

め
に
説
く
。
因よ

り
て
後
半
の
偈
を
得
。
云
わ
く
、『
生
滅

滅
し
已
り
て
、
寂
滅
を
楽
と
為
す
』
と
。
遂
に
徧あ
ま
ねく
樹
石

に
書
き
、
及
び
身
を
以
て
之
れ
に
施
す
な
り
）
（1
（

。

　　

筆
者
の
考
え
で
は
、
後
か
ら
出
た
こ
の
記
述
が
、
本
窟
の

「
婆
羅
門
聞
偈
本
生
」
故
事
画
が
法
華
の
図
像
体
系
の
一
環
だ

と
す
る
最
も
す
ぐ
れ
た
注
釈
で
あ
る
。
実
は
、
同
様
の
組
み
合

わ
せ
が
、
当
該
の
窟
よ
り
半
世
紀
早
い
南
朝
の
法
華
造
像
碑
に

す
で
に
出
現
し
て
い
た
。
現
在
、
四
川
省
博
物
院
に
は
四
川
茂

県
よ
り
出
土
し
た
南
斉
の
永
明
元
年
（
西
暦
四
八
三
年
）
の
一

組
の
造
像
碑
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
の
部
分
に
は
、

全
体
が
浅
く
浮
き
彫
り
さ
れ
た
か
た
ち
で
、
上
方
に
は
釈
迦
、

多
宝
の
二
仏
が
龕
の
な
か
に
並
ん
で
座
り
、
そ
の
下
方
の
山
の

庵
に
は
修
禅
の
雪
山
童
子
が
い
る
。
そ
の
傍
ら
に
、
有
名
な

「
諸
行
は
無
常
な
り
。
是
れ
生
滅
の
法
な
り
。
生
滅
滅
し
已
り

て
、
寂
滅
を
楽
と
為
す
」
と
い
う
四
句
偈
（
図
３
）
が
刻
ま
れ

て
い
る
。
以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
八
五
窟
の
異

な
る
経
典
か
ら
出
た
二
幅
の
図
の
組
み
合
わ
せ
は
、『
法
華
経
』

図３　南斉永明元年造像碑
（四川茂県出土、四川省博
物院所蔵）

No Image
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の
思
想
を
表
現
し
て
お
り
、
さ
ら
に
早
い
図
像
伝
統
に
基
づ
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
図
の
伝
統
は
、
ず
っ
と
日
本
の
鎌
倉
時

代
ま
で
続
い
た
。
日
本
の
静
岡
県
に
あ
る
本
興
寺
に
は
十
四

世
紀
の
〔
曼
荼
羅
〕
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
〔
一
式
四

幅
の
〕
第
三
幅
は
勧
持
品
を
表
現
し
た
画
面
で
あ
り
、
そ
の
な

か
に
、
ま
た
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
釈
迦
の
前
身
で
あ
る
雪

山
童
子
が
偈
を
聞
く
た
め
に
捨
身
し
た
と
い
う
故
事
を
借
用
し

て
い
る
（
図
４
）。
こ
れ
は
、「
法
華
経
変
」
が
す
で
に
十
分
に

成
熟
し
た
十
四
世
紀
に
あ
っ
て
も
、『
涅
槃
経
』
の
故
事
を
借

用
し
て
『
法
華
経
』
の
意
味
を
文
や
図
で
表
現
す
る
よ
う
な
伝
統

が
、
依
然
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
筆
者
の
考
え
で
は
、
南
壁
に
現
わ
れ
た
異
な
る

仏
教
経
典
か
ら
出
た
五
幅
の
故
事
画
が
、『
法
華
経
』
の
仏
性

論
、
戒
律
の
修
持
、
そ
の
修
行
方
法
を
思
想
的
基
礎
と
し
、「
五

百
強
盗
因
縁
」
の
故
事
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、『
法
華
経
』
の

「
衆
生
に
皆
な
仏
性
有
り
」
と
い
う
思
想
を
明
示
す
る
こ
と
を

主
旨
と
し
、
同
時
に
関
連
す
る
戒
律
と
「
捨
身
供
養
」
の
修
行

方
式
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
朝
の
洞
窟
の
「
二

仏
並
坐
」
の
図
像
と
『
涅
槃
経
』
に
登
場
す
る
図
像
が
た
が
い

に
組
み
合
わ
さ
っ
た
そ
の
他
の
図
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
筆
者

は
、
こ
れ
も
法
華
の
一
連
の
教
判
思
想
が
敦
煌
の
北
朝
の
仏
教

芸
術
に
影
響
を
与
え
た
具
体
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
る
）
（1
（

。

　

『
法
華
経
』
の
仏
身
観
の
視
覚
化
の
展
開

―
　

北
壁
の
「
二
仏
並
坐
」
像
と
「
過
去
七
仏
」
の
　

組
み
合
わ
せ

　　

こ
の
一
世
紀
、
北
壁
の
こ
れ
ら
七
つ
の
説
法
図
（
図
５
）
に

対
し
、
多
く
の
学
者
が
相
次
い
で
異
な
る
角
度
か
ら
解
釈
を
行

な
っ
て
き
た
。
ペ
リ
オ
（
伯
希
和
）
氏
は
、
こ
れ
ら
七
つ
の
説

図４　施身聞偈図
（静岡県本興寺所蔵）

No Image
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法
図
に
対
し
て
最
初
に
命
名
し
た
学
者
で
あ
る
。
彼
は
残
存
す

る
壁
画
の
題
記
に
よ
っ
て
推
定
し
な
が
ら
、
こ
の
七
つ
の
説
法

図
を
「
過
去
七
仏
＋
無
量
寿
仏
」
と
命
名
し
た
）
（1
（

。
さ
ら
に
、
敦

煌
文
物
研
究
所
が
編
集
し
た
『
敦
煌
莫
高
窟
内
容
総
録
』
で

は
、
西
か
ら
数
え
て
第
一
の
「
二
仏
分
坐
」
の
説
法
図
が
「
釈

迦

―
多
宝
の
二
仏
」（
図
６
）
と
命
名
さ
れ
、
ま
た
残
り
の
題

記
に
よ
っ
て
、「
迦
葉
仏
」、「
拘
那
含
牟
尼
仏
」、「
無
量
寿
仏
」

と
確
定
さ
れ
た
。
た
だ
、
西
か
ら
数
え
て
第
五
、
第
六
の
説
法

図
に
つ
い
て
は
、
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
（1
（

。
そ
の
後
、

東
京
藝
術
大
学
学
術
考
察
団
も
こ
の
観
点
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
）
（1
（

。『
中
国
石
窟
・
敦
煌
莫
高
窟
（
一
）』
で
も
、
西
か
ら
数
え

て
第
一
〔
の
図
〕
が
「
釈
迦
、
多
宝
」
と
明
確
に
命
名
さ
れ
て

い
る
）
（1
（

。
し
か
し
、
北
壁
の
西
か
ら
数
え
て
第
七
の
説
法
図
の
題

記
の
な
か
に
現
わ
れ
る
「
無
量
寿
仏
」
の
題
記
と
そ
の
命
名
と

の
不
一
致
に
つ
い
て
は
、
説
明
が
さ
れ
て
い
な
い
。

　

筆
者
の
前
に
は
、
賀
世
哲
先
生
が
、
多
く
の
研
究
者
の
な
か

で
北
壁
の
説
法
図
の
命
名
に
つ
い
て
専
門
的
な
論
文
を
発
表
し

た
唯
一
の
学
者
で
あ
る
。
彼
は
「
莫
高
窟
第
２
８
５
窟
北
壁
八

仏
考
」
と
「
石
室
札
記

―
重
新
解
読
莫
高
窟
第
２
８
５
窟
北

図５　莫高窟第285窟北壁　説法図

No Image
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壁
八
仏
」
の
二
つ
の
論
文
を
相
次
い
で
発
表
し
て
い
る
）
（1
（

。
前
の

論
文
で
彼
は
、
北
壁
の
西
か
ら
数
え
て
第
一
の
説
法
図
を
東

か
ら
西
に
向
か
っ
て
分
け
て
釈
迦
説
法
図
と
弥
勒
説
法
図
と

し
、
ま
た
北
壁
の
七
つ
の
説
法
図
を
、
東
か
ら
西
に
向
か
っ

て
「
過
去
七
仏
＋
弥
勒
仏
」
説
法
図
と
命
名
し
た
。
さ
ら
に
後

の
論
文
で
は
、
前
の
論
文
の
命
名
に
対
し
て
新
た
な
修
正
を
加

え
、
北
壁
の
説
法
図
を
、
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て
「
無
量
寿

仏
」
と
「
過
去
七
仏
」
と
命
名
し
た
。
彼
は
依
然
と
し
て
北
壁

の
西
か
ら
数
え
て
第
一
の
説
法
図
を
、
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て

分
解
し
て
拘
那
含
牟
尼
仏
説
法
図
と
迦
葉
仏
説
法
図
と
し
た
。

賀
氏
に
よ
れ
ば
、
北
涼
の
僧
侶
で
あ
っ
た
法
衆
が
高
昌
で
翻

訳
し
た
『
大
方
等
陀
羅
尼
経
』
の
経
文
の
描
写
に
基
づ
き
、
善

男
・
信
女
が
「
七
日
行
法
」
を
行
ず
る
と
き
に
こ
れ
ら
七
つ
の

説
法
図
の
八
仏
を
礼
拝
、
懺
悔
に
用
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
し

た
。
し
か
し
、
筆
者
の
見
方
で
は
、
彼
は
以
下
の
二
つ
の
肝
心

な
問
題
に
つ
い
て
、
依
然
と
し
て
ま
だ
明
瞭
に
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
。
第
一
に
、
当
該
経
で
は
十
仏
の
名
が
と
も

に
現
わ
れ
る
の
に
対
し
、
第
二
八
五
窟
の
北
壁
に
は
八
体
の
仏

像
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
賀
氏
の

解
釈
に
よ
れ
ば
、
北
壁
は
ま
だ
「
過
去
の
雷
音
王
仏
」
と
「
秘

法
蔵
仏
」
の
二
仏
を
描
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
理
由
は
、
当
該
経

の
「
七
日
行
法
」
で
、「
式
仏
」
と
い
っ
た
前
の
七
仏
だ
け
に

言
及
し
た
だ
け
で
、
ま
だ
後
の
こ
れ
ら
二
仏
の
名
に
言
及
し
て

図６　莫高窟第285窟北壁　「二仏並坐」説法図
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い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
経
の
夢
行
分
巻
第
三
の

な
か
に
は
、
た
だ
授
記
分
巻
第
二
で
言
及
さ
れ
る
十
身
仏
の
な

か
の
五
身
が
現
わ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
五
身
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。
さ
ら
に
、「
七
日
行
法
」
で
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ

て
い
な
い
「
迦
葉
仏
」、「
無
量
寿
仏
」
の
二
仏
が
、
逆
に
北
壁

説
法
図
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
矛
盾
し
た
点
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
賀
氏
は
、「
拘
那
含
牟
尼
仏
」
と
「
迦
葉
仏
」
の
位

置
か
ら
、
こ
れ
ら
八
仏
は
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て
描
か
れ
た
と

考
え
て
い
る
。
も
し
本
当
に
賀
氏
の
考
え
る
通
り
で
あ
れ
ば
、

設
計
者
は
後
の
二
仏
の
名
を
省
略
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で

は
「
七
日
行
法
」
の
順
序
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
仏
は
西
か
ら
数

え
て
第
一
、
第
二
に
並
べ
る
べ
き
で
あ
り
、
現
在
の
西
か
ら
数

え
て
第
二
、
第
三
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

賀
氏
は
ま
だ
解
釈
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
こ
れ

ら
二
仏
が
と
も
に
同
じ
一
対
の
脇
侍
菩
薩
を
擁
し
て
い
る
と
い

う
現
象
に
つ
い
て
も
、
彼
は
ま
だ
十
分
な
解
釈
を
与
え
て
お
ら

ず
、「
第
七
、
第
八
の
も
の
が
一
つ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
な

ぜ
だ
か
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
北
壁
の
七
つ
の
説
法
図
が
『
大

方
等
陀
羅
尼
経
』
の
描
写
に
直
接
基
づ
い
て
い
る
の
か
、
ま

た
「
七
日
行
法
」
に
用
い
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
依
然
と

し
て
検
討
を
要
す
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
七
つ
の
説
法
図
の
制
作

順
序
に
関
し
て
だ
が
、
発
願
文
に
記
載
さ
れ
た
時
期
か
ら
見
る

と
、
西
か
ら
数
え
て
第
二
の
迦
葉
仏
説
法
図
に
は
「
大
代
大
魏

大
統
四
年
歳
次
戊
年
八
月
中
旬
造
」
と
題
記
さ
れ
て
い
る
。
西

か
ら
数
え
て
第
三
の
拘
那
含
牟
尼
仏
に
は
「
大
代
大
魏
（
欠
）

八
□
中
旬
造
」、
西
か
ら
数
え
て
第
五
に
は
「
大
代
大
魏
大
統

五
年
四
月
廿
八
日
造
」、
西
か
ら
数
え
て
第
七
に
は
「
大
代
大

魏
大
統
五
年
五
月
廿
一
日
造
訖
」
と
題
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
が
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
順
番
に
描
か
れ
た
の
は
実
に
明
白

で
あ
る
）
（1
（

。
次
に
、
西
か
ら
数
え
て
第
一
の
説
法
図
に
関
し
て
だ

が
、
筆
者
は
、
釈
迦
、
多
宝
の
「
二
仏
並
坐
」
と
い
う
命
名
を

認
め
て
い
る
。
そ
の
後
の
六
つ
の
説
法
図
に
つ
い
て
は
、
発
願

文
に
よ
っ
て
わ
か
る
が
、
西
か
ら
数
え
て
第
二
と
第
三
は
、
そ

れ
ぞ
れ
「
過
去
七
仏
」
の
う
ち
の
「
迦
葉
仏
」
と
「
拘
那
含
牟

尼
仏
」
で
あ
り
、
西
か
ら
数
え
て
第
七
は
「
無
量
寿
仏
」
で
あ

る
。
西
か
ら
数
え
て
第
四
は
、「
過
去
七
仏
」
の
名
前
順
か
ら

推
定
す
る
と
、「
拘
留
孫
（
拘
婁
秦
）
仏
」
と
命
名
す
べ
き
で
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あ
る
）
（1
（

。
西
か
ら
数
え
て
第
五
の
も
の
は
、「
毘
舎
波
仏
」
と
い

う
名
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
設
計

者
は
最
初
、
西
か
ら
数
え
て
第
一
の
二
仏
を
西
か
ら
東
へ
順
に

「
多
宝
仏
」、「
釈
迦
仏
」
と
命
名
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に

そ
の
他
の
六
つ
の
説
法
図
の
主
尊
を
「
過
去
七
仏
」
の
「
他
の

六
仏
」
と
命
名
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
最
後
に
呈
せ
ら
れ
た
命
名
は
、
出
資
者
あ
る
い
は
供

養
者
個
人
の
信
仰
の
傾
向
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

西
か
ら
数
え
て
第
七
の
「
無
量
寿
仏
」（
図
７
）
と
い
う
記
名

に
つ
い
て
は
、「
誤
記
説
」
や
「
変
更
説
」
が
か
つ
て
見
ら
れ

た
。
北
壁
の
説
法
図
の
供
養
者
の
姿
と
そ
の
配
列
か
ら
わ
か
る

の
は
、
第
二
八
五
窟
が
僧
侶
あ
る
い
は
法
師
に
よ
っ
て
設
計
さ

れ
、
そ
し
て
先
導
さ
れ
、
当
地
の
身
分
の
高
い
家
族
の
共
同
出

資
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
う
え
洞
窟

の
内
部
の
構
想
は
き
わ
め
て
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
部
分

部
分
が
す
べ
て
必
ず
厳
格
な
設
計
と
検
査
に
よ
っ
た
た
め
、
洞

窟
の
内
容
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
る
説
法
図
に
、
書
き
誤
り

が
生
じ
た
可
能
性
は
非
常
に
少
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
百
歩

譲
っ
て
、
た
と
い
当
時
の
画
工
が
実
際
に
書
き
間
違
え
た
と
し

て
も
、
後
日
、
発
見
後
に
す
ぐ
に
修
正
で
き
た
た
め
千
年
の
長

き
に
わ
た
っ
て
誤
り
を
残
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
筆
者
は

「
変
更
説
」
に
同
意
す
る
。
も
と
も
と
の
計
画
の
な
か
で
、
本

当
は
「
過
去
七
仏
」
の
最
初
が
「
毘
婆
尸
仏
」
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
「
無
量
寿
仏
」
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
供
養
の

対
象
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
当
初
の
過
去

仏
の
「
毘
婆
尸
仏
」
で
は
な
く
、「
無
量
寿
仏
」
に
な
っ
た
の

で
あ
り
、
私
た
ち
は
こ
の
命
名
に
つ
い
て
も
、
画
面
が
私
た
ち

No Image

図７　莫高窟第285窟北壁　「無量寿仏」説法図
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の
眼
前
に
呈
す
る
〔
名
称
変
更
の
〕
事
実
自
体
を
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
、
も
し
こ
の
一
つ
の
図
と
当
該
窟
の

東
壁
に
あ
る
門
の
両
側
の
大
き
な
「
無
量
寿
仏
説
法
図
」
と
を

関
係
づ
け
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
無
量
寿
仏
」
に
対
す
る
信

仰
は
当
該
窟
の
設
計
者
が
も
と
も
と
表
現
し
よ
う
と
し
た
一
つ

の
重
要
な
主
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
変
更
は
依
然
と
し

て
本
窟
の
思
想
体
系
を
抜
け
出
し
た
も
の
で
は
な
い
（
詳
し
く

は
後
を
見
よ
）
こ
と
が
わ
か
る
。

　

上
述
の
分
析
を
総
合
す
る
と
、
筆
者
の
考
え
で
は
、
北
壁

の
こ
れ
ら
七
つ
の
説
法
図
が
、「
釈
迦
多
宝
＋
過
去
七
仏
（
実

数
で
は
な
い
）
＋
無
量
寿
仏
」
と
命
名
す
る
の
が
、
妥
当
な
は

ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
現
れ
た
の
も
、
共

通
の
思
想
的
基
礎
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
基
礎
は
と
り

も
な
お
さ
ず
『
法
華
経
』
の
「
仏
寿
無
量
」
で
あ
り
「
仏
身
常

住
」
の
仏
身
説
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

は
じ
め
に
、
多
宝
仏
塔
が
大
地
か
ら
涌
出
し
、
釈
尊
の
説
い

た
内
容
が
す
べ
て
真
実
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
、
仏
法
の
永
遠
性

が
示
さ
れ
た
。
釈
迦
が
多
宝
塔
に
入
る
と
、
多
宝
は
半
座
を

譲
っ
て
釈
迦
と
並
ん
で
座
り
説
法
す
る
。
こ
れ
は
多
宝
と
釈
迦

の
二
が
合
し
て
一
と
な
り
、
実
に
一
仏
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
、
釈
迦
が
過
去
久
遠
に
お
い
て
す
で
に
成
仏
し
、
仏
寿
が
久

遠
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
僧
叡
は
『
妙
法
蓮
華
経
後

序
』
で
、
釈
迦
、
多
宝
の
二
仏
が
代
表
す
る
「
仏
寿
久
遠
、
仏
身

常
住
」
の
趣
旨
に
対
し
て
、
よ
り
明
確
な
注
釈
を
与
え
て
い
る
。

　

　

仏
寿
無
量
と
云
う
。
永
劫
も
未
だ
以
て
其
の
久
し
き
を

明
か
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
分
身
は
無
数
な
り
。
万
形
も

以
て
其
の
体
を
異
に
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則

ち
寿
量
は
、
其
の
非
数
を
定
め
、
分
身
は
其
の
無
実
を
明

か
す
。
普
賢
は
其
の
無
成
を
顕
わ
し
、
多
宝
は
其
の
不
滅

を
照
ら
す
。
夫
れ
玄
古
に
邁す
す

み
て
以
て
今
を
期
す
れ
ば
、

則
ち
万
世
は
一
日
に
同
じ
く
、
百
化
に
即
し
て
以
て
玄
を

悟
れ
ば
、
則
ち
千
途
に
異
轍
無
し
。
夫そ

れ
是
の
如
く
は
、

則
ち
生
生
は
未
だ
以
て
存
す
る
を
期
す
る
に
足
ら
ず
、
永

寂
も
亦
た
未
だ
其
の
滅
を
言
う
可
か
ら
ず
）
11
（

。

　　

ま
た
梁
の
光
宅
寺
法
雲
は
、
多
宝
仏
の
分
座
と
釈
迦
仏
の
表

す
宗
教
的
意
味
に
対
し
て
、『
法
華
義
記
』
の
な
か
で
さ
ら
に
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説
明
し
て
い
る
。

　

　

多
宝
仏
と
釈
迦
と
な
り
と
言
う
所
以
は
、
滅
度
の
仏
は

既
に
此
に
坐
す
れ
ば
、
意
は
釈
迦
の
不
生
な
れ
ど
も
生
を

現
ず
る
を
表
わ
し
、
釈
迦
と
多
宝
の
並
び
て
坐
る
は
、
此

れ
は
双
樹
に
滅
す
れ
ど
も
実
の
滅
に
非
ざ
る
を
明
か
す
）
1（
（

。

　　

比
丘
法
順
が
書
写
し
た
、
敦
煌
文
書
の
『
法
華
経
義
巻
三
』

（S. 4102

）
に
は
ま
た
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

　

即
ち
半
坐
を
分
け
て
、
其
の
釈
迦
の
与た

め
に
、
坐
に
就

く
を
勧
む
る
な
り
。
其
の
半
坐
に
坐
す
る
は
、
過
仏
と
今

仏
と
同
じ
き
を
明
か
す
。
将ま
さ

に
釈
迦
の
双
林
の
涅
槃
の
相

を
明
か
さ
ん
と
す
。
爾
の
時
許ば
か
りな
ら
ず
、
生
死
を
等
し
く
せ

ん
と
欲
し
、
過
去
・
来
の
同
じ
き
を
明
か
す
。
今
、
釈
迦
の

双
林
は
、
滅
す
れ
ど
も
滅
せ
ず
、
今
を
以
て
古
に
同
ず
。
…

…
即
ち
踴
出
を
顕
わ
し
、
寿
量
を
明
か
す
こ
と
を
得
。
…
…

多
宝
来
り
て
勧
む
る
を
以
て
、
過
仏
の
久く

成じ
ょ
うを
明
か
す
）
11
（

。

                               

　

当
該
文
書
は
六
世
紀
に
書
写
さ
れ
た
が
、
方
広
錩
先
生
の
考

証
に
よ
れ
ば
、
そ
の
注
釈
の
対
象
は
ま
さ
に
後
代
の
人
が
改
訂

す
る
以
前
の
羅
什
の
原
本
で
あ
る
）
11
（

。『
法
華
経
』
で
は
、
過
去

仏
、
現
在
仏
が
同
じ
く
一
仏
で
あ
る
と
い
う
、
仏
身
常
住
の
思

想
が
「
二
仏
並
坐
」
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
、
東
晋
―

南
北
朝
時

期
に
お
い
て
、
中
国
の
僧
侶
に
す
で
に
十
分
に
理
解
さ
れ
、
受

容
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
次
に
、「
過
去
七
仏
」
に

関
し
て
で
あ
る
。
北
朝
仏
教
に
お
い
て
仏
法
の
伝
承
系
譜
を

論
述
す
る
と
き
に
、
多
く
は
「
過
去
七
仏
」
が
例
に
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
魏
収
の
『
魏
書
』
釈
老
志
に
は
、「
釈
迦
の
前
に

六
仏
有
り
。
釈
迦
は
六
仏
を
継
い
で
成
道
し
、
今
の
賢げ
ん

劫ご
う

に

処
す
」
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま
た
、『
法
華
経
』
で
も
過
去
の

「
七
仏
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
五
百
弟

子
受
記
品
第
八
で
、
富
楼
那
は
「
説
法
人
の
中
に
於
い
て
最
も

第
一
と
為
す
」
と
説
く
。
彼
は
過
去
無
量
億
劫
の
古
仏
の
と
き

か
ら
、
ず
っ
と
過
去
七
仏
の
も
と
に
到
り
、
現
在
の
賢
劫
の
仏

や
未
来
の
諸
仏
の
も
と
に
到
り
、
み
な
仏
の
説
法
を
聞
き
、
諸

仏
を
供
養
す
る
。
た
と
え
ば
経
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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諸
の
比
丘
よ
、
富
楼
那
は
、
亦
た
七
仏
の
説
法
人
の
中

に
於
い
て
第
一
な
る
こ
と
を
得
、
今
我
が
所
の
説
法
人
の

中
に
於
い
て
亦
た
第
一
と
為
す
。
賢
劫
の
中
、
当
来
の
諸

仏
の
説
法
人
の
中
に
於
い
て
亦
復
た
第
一
に
し
て
、
皆
な

仏
法
を
護
持
し
助
宣
せ
ん
。
亦
た
未
来
に
於
い
て
も
、
無

量
無
辺
の
諸
仏
の
法
を
護
持
し
助
宣
す
）
11
（

。

　　

経
で
は
「
過
去
七
仏
」
と
い
う
名
号
に
逐
一
言
及
し
て
い
な

い
が
、「
過
去
七
仏
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
実
に
明
ら
か

で
あ
る
。
天
台
の
初
祖
で
あ
る
南
岳
慧
思
（
五
一
五
―

七
七
年
）

の
撰
述
し
た
『
法
華
経
安
楽
行
義
』
に
も
こ
の
よ
う
に
説
か
れ

て
い
る
。
た
だ
『
法
華
経
』
を
読
誦
し
、
法
華
三
昧
を
専
修
し

さ
え
す
れ
ば
、「
眼
根
清
浄
な
れ
ば
、
釈
迦
を
見
る
こ
と
を
得
、

及
び
七
仏
を
見
、
復
た
十
方
三
世
の
諸
仏
を
見
る
）
11
（

」
と
。

　
「
過
去
七
仏
」
は
ま
た
、『
法
華
経
』
の
「
仏
寿
無
量
」
や

「
仏
身
常
住
」
の
仏
身
観
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
信
仰
を
背
景
に
生
活
し
た
第
二
八
五
窟
の
設
計
者
は
、
深

い
仏
教
学
の
修
養
と
『
法
華
経
』
の
義
理
に
対
す
る
透
徹
し
た

理
解
に
基
づ
き
、
ま
た
多
く
の
信
徒
が
熟
知
し
た
「
過
去
七

仏
」
を
選
択
し
て
用
い
て
、
過
去
の
無
量
の
諸
仏
を
代
表
さ

せ
、
多
宝
仏
と
一
緒
に
組
み
合
わ
せ
て
、
成
功
裏
に
こ
の
問
題

を
解
決
し
た
。
こ
う
し
て
、
第
二
八
五
窟
の
北
壁
に
「
釈
迦
、

多
宝
の
造
像
」
と
「
過
去
七
仏
」
の
説
法
図
が
組
み
合
わ
さ
っ

た
か
た
ち
で
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
の
思
想

を
表
現
す
る
よ
う
な
実
例
は
、
け
っ
し
て
敦
煌
の
地
だ
け
に
限

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
北
魏
時
代
の
雲
崗
石
窟
に
も
、
こ
の

よ
う
な
組
み
合
わ
せ
が
出
現
し
て
い
る
。
研
究
者
の
統
計
に

よ
れ
ば
、「
二
仏
並
坐
」
の
造
像
龕
の
楣は
り

に
「
過
去
七
仏
」
が

彫
ら
れ
て
い
る
例
（
図
８
）
が
十
七
に
も
の
ぼ
る
）
11
（

。
こ
の
よ
う

な
組
み
合
わ
せ
は
炳
霊
寺
に
あ
る
北
魏
時
代
の
第
一
八
四
窟

に
と
く
に
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
。〔
こ
こ
で
は
〕
前
世
紀
の

一
九
八
〇
年
代
の
は
じ
め
に
、
考
古
資
料
の
整
理
活
動
が
続
け

て
二
回
行
わ
れ
た
。
こ
の
二
回
の
整
理
で
、
北
壁
の
東
側
の
壁

面
と
東
壁
の
門
の
北
側
の
壁
面
か
ら
、
北
魏
時
代
の
壁
画
が
現

わ
れ
た
。
す
べ
て
北
魏
晩
期
の
ス
タ
イ
ル
に
属
し
て
い
る
）
11
（

。
た

と
え
ば
、
そ
の
う
ち
の
北
壁
の
東
側
の
壁
面
か
ら
、
上
下
の
二

層
に
分
か
れ
た
一
つ
の
北
魏
の
壁
画
が
整
理
の
結
果
出
て
き
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た
。
上
層
に
は
七
仏
が
描
か
れ
、
す
べ
て
に
題
記
が
あ
り
、
左

か
ら
右
に
向
か
っ
て
順
に
、「
第
一
□
婆
仏
」、「
第
二
識
仏
」、

「
第
三
□
□
仏
」、「
第
四
拘
留
仏
」、「
第
五
拘
那
含
牟
尼
仏
」、

「
第
六
迦
葉
仏
」、「
第
七
釈
迦
牟
尼
仏
」
と
判
読
で
き
る
。
下

層
に
は
二
仏
並
坐
の
説
法
図
が
描
か
れ
、
題
記
は
そ
れ
ぞ
れ

「
釈
迦
牟
尼
仏
」、「
多
宝
仏
」（
図
９
）
と
な
っ
て
い
る
。
整
理

し
た
こ
れ
ら
の
壁
画
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
合
わ
せ
て
二
つ
の

釈
迦
、
多
宝
の
「
二
仏
並
坐
」
と
、
三
つ
の
「
過
去
七
仏
」
が

あ
り
、
さ
ら
に
上
層
と
下
層
は
す
べ
て
隣
接
し
、
組
み
合
わ
せ

の
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。「
二
仏
並
坐
」
と
「
過
去
七
仏
」

が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
の
を
、
は
っ
き
り
と
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
例
か
ら
、「
過
去
七
仏
」
に
よ
っ
て
法
華
の
「
仏
身

常
住
」
の
思
想
を
表
わ
す
と
い
う
芸
術
形
式
は
、
敦
煌
の
北
魏

時
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
の
考

え
で
は
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
形
式
の
出
現
し
た
時
期
か
ら
見
る

と
、
そ
れ
も
ま
た
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て
敦
煌
に
伝
わ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
第
二
八
五
窟
の
思
想
体
系
の
形
成
に
直

接
の
影
響
を
与
え
た
の
だ
。

図８　雲崗石窟第13窟東壁　中層円拱形
　　　龕内「二仏並坐＋過去七仏」

図９　炳霊寺第184窟北壁
　　　「二仏並坐」と「過去七仏」

No ImageNo Image
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こ
の
ほ
か
に
、
異
な
る
供
養
者
の
出
資
に
よ
る
北
壁
の
こ
れ

ら
七
つ
の
説
法
図
は
、
北
朝
時
代
の
敦
煌
に
お
け
る
法
華
の
社し
ゃ

邑ゆ
う

（
信
仰
団
体
）
の
功
徳
を
求
め
る
活
動
に
つ
い
て
明
か
し
た

貴
重
な
情
報
で
あ
る
。
多
く
の
学
者
は
、
南
北
朝
時
代
の
法
華

の
社
邑
が
、
一
般
的
に
は
平
民
、
あ
る
い
は
村
人
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
）
11
（

。
し
か
し
、
筆
者
の
考
え
で

は
、
異
な
る
民
族
の
上
層
貴
族
の
出
資
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ

た
第
二
八
五
窟
の
こ
れ
ら
七
つ
の
説
法
図
が
反
映
し
て
い
る
も

の
は
、
敦
煌
地
域
に
お
け
る
法
華
の
社
邑
の
形
態
、
形
式
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
敦
煌
に
お
け
る
最
初
期
の
、
法
華
の

社
邑
の
活
動
に
関
連
す
る
図
像
資
料
と
い
え
る
。

法
華
信
仰
と
浄
土
信
仰
、
無
量
寿
信
仰
の
合
流

―
北
壁
、
東
壁
の
無
量
寿
仏
説
法
図
に
関
し
て

　

第
二
八
五
窟
は
、
莫
高
窟
の
北
朝
窟
の
な
か
で
も
、
無
量
寿

仏
説
法
図
が
最
初
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
た
洞
窟
で
あ
り
、
合

わ
せ
て
三
つ
の
無
量
寿
仏
説
法
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
に

述
べ
た
よ
う
に
、
北
壁
の
中
部
の
通
壁
に
描
か
れ
た
七
つ
の
説

法
図
の
う
ち
、
東
か
ら
数
え
て
第
一
の
下
方
に
あ
る
供
養
者
の

題
記
に
、
無
量
寿
仏
説
法
図
と
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
も
と
も
と
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
過
去
七

仏
」
の
第
一
仏
の
「
毘
婆
尸
仏
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
も
の
で

あ
る
）
11
（

。
当
該
窟
の
東
壁
門
に
は
、
南
北
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
大

型
の
説
法
図
（
図
10
）
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
門

の
北
部
に
あ
る
説
法
図
の
題
記
は
ま
だ
か
す
か
に
見
え
る
。
そ

の
結
跏
趺
坐
の
主
尊
仏
に
は
、「
無
量
寿
仏
」
と
い
う
名
が
記

さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
一
つ
の
無
量
寿
仏
説
法
図
で
あ
る
。
こ
れ
と
相

対
し
て
、
東
壁
の
門
の
南
側
に
も
、
同
様
の
一
幅
の
説
法
図
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
人
物
の
姿
と
画
面
の
配
置
は
、
北
側
と

ほ
ぼ
完
全
に
同
じ
で
あ
る
。
上
部
の
題
記
は
す
で
に
磨
耗
し
て

し
ま
っ
て
ぼ
や
け
て
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
前
者
と
同
じ
く

無
量
寿
仏
説
法
図
で
あ
る
。　

　

南
北
朝
時
代
、
往
生
を
求
め
た
阿
弥
陀
浄
土
の
修
行
者
は
、

多
く
の
場
合
『
法
華
経
』
を
奉
持
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
僧

伝
の
な
か
に
多
く
の
記
載
が
あ
る
）
1（
（

。
研
究
者
は
、
こ
れ
ら
初
期

の
禅
浄
兼
修
、
つ
ま
り
法
華
や
浄
土
を
み
な
で
読
誦
す
る
と
い

う
修
行
実
践
が
、『
法
華
経
』
の
奉
持
に
よ
っ
て
西
方
浄
土
に

往
生
す
る
と
し
た
後
の
天
台
宗
の
先
駆
け
で
あ
る
と
考
え
た
。
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天
台
智
顗
（
五
三
八
―

五
九
七
年
）
は
、『
法
華
経
』
に
よ
っ
て

修
行
し
て
西
方
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
願
し
、
灌
頂
（
五
六
一
―

六
三
二
年
）
も
そ
の
よ
う
に
し
た
）
11
（

。
そ
れ
と
同
様
に
、
法
華
を

奉
持
す
る
こ
と
を
手
段
と
し
、
西
方
に
往
生
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
功
徳
を
求
め
る
活
動
が
、
北
壁
の
こ
れ
ら
七
つ
の
説
法

図
で
表
現
さ
れ
た
共
通
の
願
望
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
説
法

図
の
下
方
の
発
願
文
か
ら
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
北
壁
の
西
か
ら
数
え
て
第
七
の
無
量
寿
仏
の
説
法
図
の
下

の
発
願
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　　

夫
れ
願
に
従
っ
て
果
を
致
す
は
、
積
集
に
非
ざ
れ
ば
、

以
て
成
功
す
る
こ
と
無
し
。
是
を
以
て
仏
弟
／
子
、
滑
黒

奴
は
、
上
は
有
識
の
類
の
為
に
無
量
寿
仏
／
一
区
、
并
び

に
二
菩
薩
を
敬
造
す
。
斯
の
微
福
に
因
り
て
、
仏
法
の
興

隆
、
魔
事
の
／
微
滅
を
願
う
。
後
に
願
わ
く
は
、
含
霊
抱

識
、
三
途
八
難
、
現
在
の
労
苦
を
離
捨
し
、
／
妙
楽
に
往

生
し
、
斉
し
く
正
覚
に
登
ら
ん
こ
と
を
。
／
大
代
大
魏
大

統
五
年
五
月
廿
一
日
造
り
訖
る
）
11
（

。　

　

そ
の
発
願
の
目
的
は
、「
妙
楽
に
往
生
し
、
斉
し
く
正
覚
に

登
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
筆
者
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
第
二
八
五
窟
の

二
つ
の
無
量
寿
仏
説
法
図
の
出
現
が
、
北
朝
時
代
の
無
量
寿
仏

図10　莫高窟第285窟東壁門北　「無量寿仏」説法図  

No Image
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信
仰
の
「
仏
寿
無
量
」
思
想
と
法
華
信
仰
の
「
仏
寿
久
遠
」
の

融
合
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、「
無
量
寿
仏
」
を
「
寿
命
無
量
」
と
同
一
視
す
る
思
想
は
、

龍
樹
菩
薩
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
翻
訳
さ

れ
た
「
大
智
度
初
品
菩
薩
釈
論
第
八
」（
巻
第
四

―
訳
者
注
）

に
出
て
く
る
。〔
そ
こ
に
は
〕「
阿
弥
陀
仏
の
時
、
人
寿
は
無
量

阿
僧
祇
劫
な
り
）
11
（

」
と
あ
る
。
ま
た
湯
用
彤
氏
も
、
北
朝
の
無
量

寿
仏
信
仰
は
寿
命
を
延
長
す
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。〔
そ
こ
に
は
〕「
此
れ
は
無
量
寿
仏
の
崇
拝
に
含
ま
れ
る

べ
き
意
味
で
あ
り
、
南
北
朝
の
時
に
き
っ
と
流
行
し
て
い
た
も

の
で
、
善
導
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
）
11
（

」
と
あ
る
。
塚
本
善

隆
先
生
は
、
龍
門
の
北
魏
造
像
記
の
「
無
量
寿
仏
」
と
関
連
す

る
八
箇
条
の
造
像
記
に
つ
い
て
研
究
し
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
造

像
に
は
結
局
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
願
望
を
明
確

に
表
わ
し
た
条
文
は
一
つ
も
な
く
、
反
対
に
と
く
に
「
長
生
不

死
」
を
祈
願
し
た
い
と
の
願
望
と
関
係
が
あ
る
と
し
た
）
11
（

。
ま

た
近
代
の
研
究
者
は
、
漢
訳
テ
キ
ス
ト
、
梵
文
テ
キ
ス
ト
、
チ

ベ
ッ
ト
文
テ
キ
ス
ト
の
『
法
華
経
』
の
研
究
を
通
じ
て
、
ま
た

後
出
の
『
法
華
経
』
の
な
か
に
「
無
量
寿
仏
」
が
取
り
入
れ
ら

れ
、
さ
ら
に
「
寿
命
」
の
「
無
量
」
が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
て

い
る
。〔
た
と
え
ば
〕「『
法
華
経
』
の
仏
陀
観
は
、
寿
命
仏
の

段
階
に
あ
る
が
、『
法
華
経
』
の
な
か
の
久
遠
の
釈
迦
に
つ
い

て
は
、
寿
命
無
量
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
）
11
（

」
と
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
敦
煌
文
書
に
は
多
く
の
偽
経
が
あ
り
、『
妙
法
蓮

華
経
・
馬
鳴
菩
薩
品
第
三
十
）
11
（

』、P. 3008

は
、
西
晋
時
代
の
北

方
地
区
で
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
こ
で
は
、「
其
の

悪
を
行
ず
る
者
は
、
帝
釈
は
書
を
承
け
て
地
獄
に
関
下
し
、
閻

羅
大
王
は
即
ち
地
獄
の
五
官
を
遣つ
か
わ
し
、
寿
を
減
ら
し
算
を
奪

い
、
名
名
射
死
す
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
湯
用
彤
氏
も
ま
た

当
該
偽
経
の
制
作
と
北
方
地
区
の
仏
教
の
延
年
益
寿
の
信
仰
に

は
関
係
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
11
（

。
さ
ら
に
、
当
該
経
の
撰

述
者
が
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
後
に
付
け
て
偽
作
し
た
の
は
、
ま

さ
に
『
法
華
経
』
の
「
仏
身
久
遠
」
や
「
仏
寿
久
遠
」
の
思
想

と
当
時
の
仏
教
信
仰
で
「
延
年
益
寿
」
を
追
求
す
る
よ
う
な
功

利
思
想
が
、
信
徒
の
共
感
を
あ
る
程
度
引
き
起
こ
し
た
か
ら
と

い
う
可
能
性
が
高
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
第
二
八
五
窟
開
鑿
の

時
代
に
、
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
が
法
護
訳
『
正
法
華
経
』

よ
り
も
敦
煌
地
区
で
広
く
流
行
し
た
が
、
本
窟
の
題
記
に
は
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「
阿
弥
陀
」
の
名
が
捨
て
ら
れ
、「
無
量
寿
仏
」
の
名
が
採
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
仏
寿
無

量
」
の
思
想
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、「
毘
婆
尸
仏
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
「
無
量
寿
仏
」
と
東

壁
に
あ
る
門
の
北
側
の
大
型
の
無
量
寿
仏
説
法
図
、「
二
仏
並

坐
」、「
過
去
七
仏
」
と
が
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
八
五
窟
の
無
量
寿
仏
説
法
図
は
、
二
重
の
意
義
を
具
え
て

い
る
と
い
え
る
。
一
方
で
は
、
法
華
信
仰
の
「
仏
寿
久
遠
」
の

思
想
が
反
映
さ
れ
、
も
う
一
方
で
は
当
該
窟
の
東
壁
に
あ
る
門

の
南
北
の
大
型
の
無
量
寿
仏
説
法
図
と
と
も
に
、
供
養
者
が
西

方
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
祈
願
す
る
強
烈
な
願
望
を
表
わ
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
法
華
会
」
の
出
席
者 

―
西
壁
の
護
法
諸
天
の
姿
に
関
し
て

　

本
窟
の
西
壁
に
は
、
三
龕
が
開
か
れ
、
龕
の
外
の
壁
面
上
部

に
、
日
天
や
月
天
、
そ
れ
ら
の
眷
属
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

中
央
の
大
龕
と
南
側
の
小
龕
の
壁
面
に
は
、
三
面
八
臂
の
梵
天

の
姿
や
三
眼
の
帝
釈
天
の
姿
が
描
か
れ
、
外
側
の
壁
画
に
は
天

人
や
婆ば

藪す

仙
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
央
の
大
龕
と
北
側
の
小

龕
の
間
の
壁
面
に
は
、
三
面
六
臂
で
、
白
牛
の
背
の
上
に
半
分

横
向
き
に
乗
っ
た
シ
ヴ
ァ
神
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
下

に
は
、
ク
ジ
ャ
ク
に
乗
っ
た
ク
マ
ー
ラ
天
と
象
鼻
人
身
の
ヴ
ィ

ナ
ー
ヤ
カ
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
仏
教
の
な
か
で
は
、
ヴ
ィ

シ
ュ
ヌ
の
音
訳
は
毘
瑟
紐
天
で
あ
り
、
シ
ャ
ク
ロ
デ
ー
ヴ
ァ
ー

ナ
ー
ム
イ
ン
ド
ラ
の
音
訳
は
釈し
ゃ
く
だ
い
か
ん
に
ん

提
桓
因
（
帝
釈
天
を
指
す

―

訳
者
注
）
で
あ
り
、
シ
ヴ
ァ
を
摩ま

醯け
い

首し
ゅ

羅ら

天
、
ま
た
大
自
在
天

と
名
づ
け
る
。
両
側
の
壁
面
の
下
方
に
は
、
二
つ
の
手
に
矛
槍

を
持
ち
、
鎧
兜
を
身
に
つ
け
た
四
天
王
の
姿
（
図
11
）
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
姿
が
こ
こ
に
現
れ
る
こ
と
と
、『
法
華

経
』
と
は
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。

　
『
法
華
経
』
序
品
に
よ
れ
ば
、
釈
迦
が
王
舎
城
の
霊
鷲
山
で
、

『
法
華
経
』
の
講
義
を
始
め
る
と
き
に
、
菩
薩
、
声
聞
弟
子
、
護

法
諸
天
な
ど
の
無
数
の
大
衆
が
み
な
会
座
に
集
ま
っ
て
く
る
。

　

　

爾
の
時
、
釈
提
桓
因
は
、
其
の
眷
属
の
二
万
の
天
子
と

倶と
も

な
り
。
復
た
名
月
天
子
・
普
香
天
子
・
宝
光
天
子
・
四

大
天
王
有
り
て
、
其
の
眷
属
の
万
の
天
子
と
倶
な
り
。
自
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在
天
子
・
大
自
在
天
子
は
、
其
の
眷
属
の
三
万
の
天
子
と

倶
な
り
。
娑
婆
世
界
の
主
の
梵
天
王
・
尸し

棄き

大
梵
・
光
明

大
梵
等
は
、
其
の
眷
属
の
万
二
千
の
天
子
と
倶
な
り
…
…

四
乾け
ん

闥だ
つ

婆ば

王
有
り
。
楽
乾
闥
婆
王
・
楽
音
乾
闥
婆
王
・
美

乾
闥
婆
王
・
美
音
乾
闥
婆
王
な
り
。
各
お
の
若
干
百
千
の

眷
属
と
倶
な
り
）
11
（

。

　

経
文
に
言
及
さ
れ
た
登
場
人
物
と
し
て
、
仏
、
菩
薩
、
お
よ

び
弟
子
を
除
い
た
、
月
天
子
、
四
大
天
王
、
釈
提
桓
因
と
そ
の

眷
属
、
大
自
在
天
子
と
そ
の
眷
属
、
梵
天
王
と
そ
の
眷
属
、
緊き
ん

那な

羅ら

王
と
そ
の
眷
属
、
乾
闥
婆
と
そ
の
眷
属
な
ど
の
姿
が
、
第

二
八
五
窟
の
西
壁
に
す
べ
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
龕
の

内
、
お
よ
び
両
側
の
壁
面
に
描
か
れ
た
花
を
散
ら
す
飛
天
が
表

わ
そ
う
と
し
た
も
の
は
、
乾
闥
婆
、
緊
那
羅
神
の
所
属
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
筆
者
の
考
え
で
は
、
西
壁
は
諸
天
衆
が
「
法
華

の
会
座
」
に
趣
く
場
面
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
1（
（

。

「
法
華
三
昧
禅
」
の
修
習
の
雰
囲
気
を
作
り
出
す

　
『
法
華
経
』
各
品
は
、
禅
定
に
関
連
す
る
内
容
で
満
ち
て
お

図11　莫高窟第285窟西壁  

No Image
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り
、
大
乗
の
修
禅
に
関
す
る
重
要
な
経
典
と
い
え
る
。
鳩
摩
羅

什
は
弘
始
八
年
（
西
暦
四
〇
六
年
）
に
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
訳

出
し
た
後
、
さ
ら
に
『
法
華
経
』
見
宝
塔
品
に
よ
っ
て
展
開
さ

れ
た
禅
観
修
行
の
方
法
、
す
な
わ
ち
「
法
華
三
昧
」
の
禅
法
を

創
り
出
し
た
。「
法
華
三
昧
」
に
関
し
て
は
、『
思
惟
略
要
法
』

に
詳
細
な
説
明
が
あ
る
）
11
（

。〔
そ
こ
に
は
〕
主
と
し
て
過
去
の
多

宝
仏
と
現
在
の
釈
迦
仏
が
と
も
に
宝
塔
に
処
し
、
ま
た
三
世
十

方
の
分
身
の
諸
仏
に
よ
っ
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
融
通
無

礙
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
と
あ
る
。
北
朝
の
法
華
禅
を
修
行

し
た
僧
侶
の
開
い
た
禅
窟
に
は
、
多
く
の
場
合
こ
の
「
二
仏
並

坐
」
像
が
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
法
華
三
昧
観
」
が
北
朝

の
僧
衆
の
間
に
流
行
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
筆

者
の
考
え
で
は
、
上
述
の
第
二
八
五
窟
で
『
法
華
経
』
と
関
連

す
る
内
容
は
、
ま
さ
に
当
該
窟
が
「
法
華
三
昧
禅
」
の
修
習
の

雰
囲
気
を
作
り
出
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
八
五
窟
は
、
典
型
的
な
禅
窟
の
性
質
を
持
っ
た
一
つ
の

殿
堂
窟
で
あ
る
。
設
計
者
は
、
た
だ
南
北
の
二
壁
に
そ
れ
ぞ
れ

四
つ
の
小
禅
窟
を
開
い
て
、
実
際
に
僧
侶
が
坐
禅
で
き
る
よ
う

に
し
た
だ
け
で
な
く
、
窟
頂
の
四
斜
面
の
下
部
に
、
山
間
や
草

庵
で
三
十
六
人
の
禅
僧
が
坐
禅
す
る
姿
を
描
い
て
み
せ
た
。
山

林
の
間
に
は
、
各
種
の
野
獣
や
狩
猟
の
場
面
を
描
き
、
深
山
の

坐
禅
の
雰
囲
気
を
ま
る
ご
と
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
設
計
者
は
、
南
壁
で
「
二
仏
並
坐
」
と
壁
一
面
に
描
か
れ

た
五
幅
の
本
縁
故
事
画
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
、
と
く
に
悪

人
成
仏
、
女
人
成
仏
、
畜
生
成
仏
の
可
能
性
を
強
調
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、『
法
華
経
』
の
「
衆
生
に
皆
な
仏
性
有
り
」
と

い
う
思
想
と
、「
法
華
三
昧
」
の
「
説
く
所
の
『
法
華
経
』
と

は
、
所い
わ
ゆ謂

る
十
方
三
世
の
衆
生
の
、
若
し
は
大
、
若
し
は
小
、

乃
至
一
た
び
南
無
仏
と
称
す
る
者
は
、
皆
な
当
に
作
仏
す
べ

し
」
と
い
う
修
行
の
理
想
を
明
示
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
北

壁
で
「
釈
迦
、
多
宝
の
二
仏
並
坐
」
と
「
過
去
七
仏
」
や
「
無

量
寿
仏
」
を
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
、
説
法
図
の
下
部
と
四
つ
の

小
禅
窟
の
間
に
無
数
の
化
身
仏
を
描
い
て
こ
れ
を
補
い
、
さ
ら

に
『
法
華
経
』
の
「
仏
寿
無
量
」
や
「
仏
身
久
遠
」
と
い
う
仏

身
観
と
「
法
華
三
昧
」
の
「
当
に
釈
迦
牟
尼
仏
は
耆ぎ

闍じ
ゃ

崛く
っ

山せ
ん

に

於
い
て
、
多
宝
仏
と
七
宝
塔
に
在
り
て
共
に
坐
し
、
十
方
の
分

身
化
仏
は
移
す
所
の
衆
生
の
国
土
の
中
に
遍
満
す
る
を
念
ず
べ

し
」
と
い
う
観
法
の
境
界
を
解
明
し
、
さ
ら
に
東
壁
に
あ
る
門
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の
上
方
の
「
三
仏
説
法
図
」
に
よ
っ
て
〔
そ
れ
ら
を
〕
強
調
し

た
の
で
あ
る
。
第
二
八
五
窟
の
主
題
は
は
っ
き
り
と
し
て
お

り
、
そ
の
構
想
は
精
妙
で
あ
り
、「
法
華
三
昧
観
」
の
禅
法
が

具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

最
後
に
、「
無
量
寿
仏
」
も
禅
観
の
重
要
な
「
観
想
」
の
対

象
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
、
中
国
で
の
無
量
寿
仏
信
仰
の
興
起
は
、
最
初
期
に
は

観
想
念
仏
の
活
動
と
緊
密
に
関
係
し
て
い
る
。
東
晋
安
帝
の
元

興
元
年
（
四
〇
二
年
七
月
二
十
八
日
）
に
、
慧え

遠お
ん

と
劉
り
ゅ
う

遺い

民み
ん

と

い
っ
た
一
二
三
人
の
名
士
や
高
僧
が
廬
山
の
北
側
の
般
若
台
精

舎
の
阿
弥
陀
仏
像
の
前
で
、『
般
舟
三
昧
経
』
に
基
づ
き
念
仏

三
昧
を
修
行
す
る
結
社
を
作
り
、
と
も
に
西
方
を
期
し
た
。
こ

れ
が
、
中
国
仏
教
の
阿
弥
陀
浄
土
信
仰
の
始
ま
り
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。「
遠
は
乃
ち
精
舎
の
無
量
寿
像
の
前
に
於
い
て
斎

を
建
て
誓
い
を
立
て
、
共
に
西
方
を
期
す
）
11
（

」
と
あ
る
。
し
か

し
、
慧
遠
と
謝
霊
運
、
劉
遺
民
な
ど
の
一
二
三
人
の
同
志
が
誓

い
を
立
て
た
の
は
、
後
の
浄
土
宗
で
い
う
臨
終
の
称
名
念
仏
で

は
な
く
、
念
仏
三
昧
を
修
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
遠
公
の

念
仏
は
、
明
確
に
坐
禅
で
あ
り
、
後
世
の
俗
人
が
た
だ
口
に
仏

の
名
号
を
唱
え
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
）
11
（

」
と
あ
る
通
り
で
あ

る
。
釈
道
昱
氏
が
『
高
僧
伝
』
と
『
比
丘
尼
伝
』
に
記
載
さ
れ

た
南
北
朝
時
期
の
数
少
な
い
浄
土
往
生
の
修
行
者
に
対
し
て
行

な
っ
た
統
計
も
、
南
北
朝
時
代
の
浄
土
往
生
信
仰
は
し
ば
し
ば

坐
禅
観
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
）
11
（

。
前
に
述
べ

た
よ
う
に
、
第
二
八
五
窟
は
「
法
華
三
昧
観
」
の
禅
法
を
修
行

す
る
道
場
で
あ
っ
た
。
北
壁
で
は
、
も
と
も
と
「
過
去
七
仏
」

の
最
初
の
「
毘
婆
尸
仏
」
が
描
か
れ
た
壁
画
を
改
め
て
無
量
寿

仏
説
法
図
を
描
き
、
発
願
文
に
と
も
に
極
楽
に
往
生
す
る
と
い

う
願
望
が
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
、
東
壁
の
門
の
両
側
に

大
型
の
無
量
寿
仏
説
法
図
が
描
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、

「
法
華
三
昧
」
の
禅
法
の
修
習
と
阿
弥
陀
信
仰
と
の
結
合
や
、

禅
浄
の
兼
修
を
表
わ
し
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
後
、
天
台
宗
は
『
法
華

経
』
を
奉
持
す
る
こ
と
を
、
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
修
行
実
践

と
し
た
が
、
そ
の
手
が
か
り
は
第
二
八
五
窟
に
す
で
に
示
さ
れ

て
い
る
。
後
者
〔
で
あ
る
天
台
宗
〕
は
、
こ
の
よ
う
な
理
想
を
さ

ら
に
シ
ス
テ
ム
化
、
理
論
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

〔　

〕
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注
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【
付
記
】

本
論
文
は
、
中
国
国
家
社
会
科
学
基
金
重
大
項
目
「
敦
煌
石
窟
図
像

専
題
研
究
」（13&

ZD
098

、
二
〇
一
三
年
～
）、
小
項
目
「
敦
煌
法

華
図
像
研
究
」
の
一
連
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

注（
１
）
詳
し
く
は
、
李
静
傑
「
関
于
雲
崗
第
九
、十
窟
的
図
像
構
成
」

『
佛
教
藝
術
』
二
六
七
号
、
東
京
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年

を
参
照
。

（
２
）『
大
正
藏
』
第
九
册
、
四
頁
。

（
３
）『
大
正
藏
』
第
九
册
、
三
四
頁
。

（
４
）『
大
正
藏
』
第
九
册
、
三
五
頁
。

（
５
）
同
前
。

（
６
）『
大
正
藏
』
第
四
册
、
二
三
二
頁
。

（
７
）『
大
正
藏
』
第
九
册
、
三
七
頁
。

（
８
）『
大
正
藏
』
第
九
册
、
三
八
頁
。

（
９
）『
大
正
藏
』
第
三
十
四
册
、
六
九
八
頁
。

（
10
）『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
五
十
七
册
、
三
七
二
頁
。

（
11
）
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
特
別
展 

仏
教
説
話
の
美
術
』
奈
良
国

立
博
物
館
、
一
九
九
〇
年
、
九
八
―

九
九
頁
。T

anabe, W
illa 

Jane, Paintings of the Lotus Sutra (N
ew

 Y
ork and T

okyo: 
Joha W

eatherhills, Inc., 1988), Pl. 40 and Fig. 161.

（
12
）
法
華
の
教
判
思
想
、
お
よ
び
そ
の
敦
煌
石
窟
に
対
す
る
影
響
に

関
し
て
は
、
張
元
林
・
魏
迎
春
「
試
論
法
華
判
教
思
想
対
敦
煌

北
朝

―
隋
洞
窟
之
影
響
」『
敦
煌
研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
五

期
を
参
照
。

（
13
）
耿
昇
訳
『
伯
希
和
筆
記
』
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、

二
四
八
頁
。

（
14
）
敦
煌
文
物
研
究
所
編
『
敦
煌
莫
高
窟
内
容
総
録
』
文
物
出
版

社
、
一
九
八
二
年
。

（
15
）
東
京
藝
術
大
学
『
敦
煌
石
窟
学
術
調
査
報
告
書
』（
第
一
次
）、

東
京
藝
術
大
学
、
一
九
八
五
年
。

（
16
）
敦
煌
文
物
研
究
所
編
『
中
国
石
窟
・
敦
煌
莫
高
窟
（
一
）』
文

物
出
版
社
・
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
二
一
六
頁
。

（
17
）
賀
世
哲
「
莫
高
窟
第
２
８
５
窟
北
壁
八
仏
考
」『
１
９
９
０

年
敦
煌
学
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
遼
寧
美
術
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、
二
三
六
―
二
五
五
頁
、「
石
室
札
記

―
重
新
解

読
莫
高
窟
第
２
８
５
窟
北
壁
八
仏
」『
敦
煌
研
究
』
二
〇
〇
三

年
第
一
期
。

（
18
）
東
京
藝
術
大
学
の
『
報
告
書
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
七
つ
の
説

法
図
は
ど
れ
も
九
カ
月
か
ら
十
カ
月
の
時
間
を
か
け
て
完
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
冬
季
の
天
気
は
寒
冷
で
窟
内
で
は
作
業
の
し
よ
う
が
な
い

な
ど
の
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

実
際
の
作
画
の
時
間
は
け
っ
し
て
そ
れ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は
な

い
。

（
19
）
当
該
の
説
法
図
の
命
名
に
は
、「
無
量
寿
仏
」
と
「
拘
留
孫
仏
」

と
の
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。
賀
世
哲
先
生
は
『
伯
希
和
筆
記
』

に
よ
っ
て
後
者
に
修
正
し
た
。
本
論
文
も
こ
の
説
に
従
う
。

（
20
）『
大
正
藏
』
第
九
册
、
六
二
頁
。
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（
21
）『
大
正
藏
』
第
三
十
三
册
、
六
六
一
頁
。

（
22
）『
大
正
藏
』
第
八
十
五
册
、
一
七
五
頁
。

（
23
）
方
広
錩
「
敦
煌
遺
書
中
的
妙
法
蓮
華
経
及
有
関
文
献
」『
中
華

仏
学
年
報
』
一
九
九
七
年
第
十
期
。

（
24
）『
大
正
藏
』
第
九
册
、
二
七
頁
。

（
25
）『
大
正
藏
』
第
四
十
六
册
、
六
九
八
頁
。

（
26
）
王
雁
卿
「
雲
崗
石
窟
的
七
仏
造
像
題
材
浅
析
」『
２
０
０
５
年

雲
崗
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
・
研
究
巻
』
文
物
出
版
社
、

二
〇
〇
六
年
、
二
五
一
―
二
六
二
頁
。

（
27
）
甘
粛
省
博
物
館
、
炳
霊
寺
石
窟
文
物
保
管
所
「
炳
霊
寺
石
窟
老

君
洞
北
魏
壁
画
清
理
簡
報
」『
考
古
』
一
九
八
六
年
第
八
期
。

（
28
）（
１
）
倉
本
尚
徳
著
『
北
魏
仏
教
造
像
銘
研
究
』
法
蔵
館
、

二
〇
一
六
年
、
三
一
―
二
一
五
頁
。（
２
）
顔
尚
文
「
北
朝
仏
教

社
区
共
同
体
的
法
華
麗
邑
義
組
織
与
活
動

―
以
東
魏
李
氏
合

邑
造
像
碑
為
例
」『
仏
学
研
究
中
心
学
報
』
一
九
九
六
年
第
一

期
、
一
六
七
―
一
八
四
頁
。

（
29
）
北
壁
の
東
か
ら
数
え
て
第
四
の
説
法
図
は
、
無
量
寿
仏
の
説
法

と
考
え
た
学
者
が
い
た
が
、
な
お
疑
問
が
残
り
、『
伯
希
和
筆

記
』
の
記
載
に
矛
盾
の
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
う
え
題
記
が
存
在

し
な
い
の
で
、
本
論
文
は
こ
の
説
に
従
わ
な
い
。

（
30
）
前
掲
、『
中
国
石
窟
・
敦
煌
莫
高
窟
（
一
）』
二
一
七
頁
。

（
31
）『
高
僧
伝
』『
大
正
蔵
』
第
五
十
册
、
三
五
六
頁
。

（
32
）
釈
道
昱
「
止
観
在
中
国
仏
教
初
期
弥
陀
信
仰
的
地
位
」『
円
光

仏
学
学
報
』
一
九
九
七
年
第
二
期
。

（
33
）
敦
煌
研
究
院
編
『
敦
煌
莫
高
窟
供
養
人
題
記
』
文
物
出
版
社
、

一
九
八
六
年
、
一
一
七
頁
。

（
34
）『
大
正
蔵
』
第
二
十
五
册
、
九
三
頁
。

（
35
）
湯
用
彤
『
漢
魏
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』（
上
冊
）、
北
京
、
中
華

書
局
、
一
九
八
三
年
、
二
六
四
―
二
六
五
頁
。

（
36
）
塚
本
善
隆
『
塚
本
善
隆
著
作
集 

第
二
巻 

北
朝
仏
教
史
研
究
』

大
東
出
版
社
、
一
九
四
二
年
、
四
三
八
頁
。

（
37
）
平
川
彰
等
『
法
華
思
想
』
林
保
堯
訳
、
佛
光
、
一
九
九
八
年
、

二
二
八
―

二
三
四
頁
（
田
村
芳
朗
「
法
華
経
の
仏
陀
観
」『
講

座
大
乗
仏
教 

第
４
巻 

法
華
思
想
』
春
秋
社
、
一
九
八
三
年
、

八
六
頁
を
参
照

―
訳
者
注
）。

（
38
）
施
萍
婷
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
敦
煌
文
書
の
な
か
に
、
全
部
で
六

つ
の
こ
の
よ
う
な
偽
経
が
あ
る
。
敦
煌
研
究
院
編
、
施
萍
婷
主

撰
『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
新
編
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
39
）
湯
用
彤
『
漢
魏
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』（
下
冊
）、
北
京
、
中
華

書
局
、
一
九
八
三
年
、
五
八
二
頁
。

（
40
）『
大
正
蔵
』
第
九
册
、
二
頁
。

（
41
）
し
か
し
、
主
龕
の
内
の
主
尊
は
倚
坐
の
仏
で
あ
り
、
趺
坐
の
仏

で
は
な
く
、
経
の
記
載
と
同
一
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
塑
工
が

混
同
し
て
な
し
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

（
42
）『
大
正
蔵
』
第
十
五
册
、
三
〇
〇
頁
。

（
43
）『
出
三
蔵
記
集
・
下
巻
第
十
五
』『
大
正
蔵
』
第
五
十
五
册
、

一
〇
九
頁
。

（
44
）
前
掲
、
湯
用
彤
、
上
冊
、
二
六
四
―
二
六
五
頁
。

（
45
）
前
掲
、
釈
道
昱
。

（
46
）
顔
娟
英
も
本
窟
の
無
量
寿
説
法
図
の
現
わ
れ
た
禅
観
の
背
景
に
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注
意
を
払
っ
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
北
壁
に
お
い
て
「
過

去
七
仏
」
と
無
量
寿
仏
と
を
並
列
さ
せ
て
一
緒
に
描
く
こ
と

は
、
当
時
の
浄
土
観
と
菩
薩
道
が
た
が
い
に
結
合
し
た
反
映

で
あ
る
。
顔
娟
英
「
北
斉
禅
観
窟
的
図
像
考
―
従
小
南
海
石

窟
到
響
堂
山
石
窟
」『
東
方
学
報
』
第
七
十
册
、
一
九
九
八
年
、

三
七
五
―
四
四
〇
頁
（
顔
娟
英
主
編
『
美
術
与
考
古
』［
下
冊
］、

中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
五
〇
〇
―

五
七
〇

頁
）。

（
ち
ょ
う　

げ
ん
り
ん Zhang Y

uanlin

／

敦
煌
研
究
院
シ
ル
ク
ロ
―
ド
と
敦
煌
研
究
セ
ン
タ
―
長
・
研
究
員
）

（
訳
・
か
ん
の　

ひ
ろ
し
／
東
洋
哲
学
研
究
所
副
所
長
、

創
価
大
学
文
学
部
教
授
）


